




オンライン資格確認の開始に向け、オンライン資格確認利用申請の受付を
令和2年9月より開始します。また、顔認証付きカードリーダーの申込開始時期は
ポータルサイトにて告知予定※6です。

オンライン資格確認は
令和3年3月にスタートします

令和２年7月

ポータルサイトにてアカウント登録受付中！
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※6 顔認証付きカードリーダーのお申込時期はアカウント登録されている方にはメールでお知らせします。

アカウント登録でできること

•顔認証付きカードリーダー申込
•オンライン資格確認利用申請
•補助金申請
•最新情報をメールでお知らせ

オンライン資格確認 検索

お問合せ先：医療情報化支援基金
contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
☎ 0800-8007121（通話無料）

平日 9：00～17：00

※ お電話でのお問合せは、混み合うことがございます。メールでのお問合せを推奨します。

ポータルサイトにて
アカウント登録受付が始まりました

～オンライン資格確認導入に向けたご案内～

顔認証付きカードリーダーを
無償提供し

システム整備費も補助します
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補助金の申請

医療機関・薬局で対応いただくこと

利用開始に向けた
システムベンダとの
相談・調整・契約

運用
テスト

端末・システム・ネットワークの
設定・準備

ポータルサイト
アカウント登録

オンライン資格
確認利用申請

顔認証付きカードリーダーの申込
（申込受付開始時期は追って告知）

アカウント登録で
顔認証付きカードリーダーの

お申込時期をメールで
お知らせ！

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

mailto:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp


令和3年3月（予定）から

医療機関・薬局の業務が変わります
オンライン資格確認スタートに向け、
医療機関・薬局の皆様をサポートします
オンライン資格確認の導入に際しては、機器等の導入に係る補助金や、

ポータルサイトでの手続き等の情報提供、コールセンターによる疑問解消といった
サポートをいたします。
また、マイナンバーカードの普及促進に向けた施策も、随時実施していく予定です。

サポート①

機器等の導入に
係る補助金

サポート②

ポータルサイトでの
手続き等の
情報提供

サポート③

コールセンター
による
疑問解消

※5 補助の内容は医療機関区分によって異なります。（病院の場合：最大で顔認証付きカードリーダー3台/補助金上限95.1万円、グループで処方箋の受付
が月４万回以上の大型チェーン薬局の場合：顔認証付きカードリーダー1台/補助金上限21.4万円、その他薬局の場合：診療所と同じ）詳しくはポータル
サイトをご確認ください。

顔認証付きカードリーダーの申込には、
アカウントの登録が必要です。
ポータルサイトからいますぐ登録！

※3 医療機関・薬局において患者のマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
※4 マイナンバーカードによる本人確認では他に、目視による顔確認及び暗証番号（4桁）による本人確認も可能です。 32

オンライン資格確認の流れ（イメージ）

オンライン資格確認の導入により、①受付における患者の資格情報の自動
取得、②過去の薬剤情報/特定健診情報の閲覧が可能になります※1 。

補助の対象※5

顔認証付きカードリーダーの
無償提供

例:診療所の場合、
顔認証付きカード
リーダーを1台
無償提供

オンライン資格確認に必要な
システム整備に係る補助金給付

例:レセプトコンピュータ等の改修、
端末（PC）の購入、
ネットワークの整備等に
係る費用を診療所の
場合32.1万円を上限に補助

マイナンバー
カードの
普及促進

国民

または 患者の
資格情報を
自動で表示
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顔認証付きカードリーダー

による本人確認※4
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健康保険証の
記号番号等を入力

②

健康保険証

健康保険証
を提示

①

マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

①
マイナンバーカード※3

③

改善ポイントこれまでの受付では できること

顔認証付きカードリーダーにより
最新の資格情報を

自動的に取込むことが
可能に！

患者から
保険証を預かって
情報を入力する
プロセスが手間

職員

• 顔認証付きカード

リーダーによる自動

受付により、患者から

保険証を預かる手間

の削減

• 受付における保険証

情報の入力の手間の

削減

• 資格過誤による返戻

レセプトの削減！

これまでの診療・投薬では できること

これまでに処方された
正確な薬剤情報が

わからない… • 過去の薬剤情報/

特定健診情報を

踏まえた診療・投薬が

可能に

• 災害時にも患者の

薬剤情報が確認

できる！

？

患者の同意のもと
過去の薬剤情報/
特定健診情報※2を

閲覧することが可能に！

改善ポイント

医師/薬剤師等

※1 受付における患者の資格情報の自動取得及び過去の特定健診情報の閲覧は令和3年3月に、薬剤情報の閲覧開始は、令和3年10月に開始されます。
※2 薬剤情報は、レセプトから抽出された情報となります。特定健診情報は、医療機関（病院・診療所）のみ閲覧可能です。


